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出

国

救

ん

芝

川

家

権

威

の

部

と

み

な

し
か
し
、
こ
の
川
附
は

北
陸
h
f々
の

古

〈

キ
リ
ス
ド
款
の
肯
一
汗
や
孔
よ
白
書
一

市教批判ij)CJ円と左＇， JIJOJ坐11 ( ・) 

γhLえ
す
る
は
即
！
比
「
叫
｛
J
が
対
μ
R
A引
手
に
あ
た
る
と
さ
れ
訴
追
さ
れ
た
不
件
の
ね
牢
甘
み
六
わ
？
i

で
、
（
J
C
一
角
コ
ュ
出
て
山
口
昨
夜
刊
行
は
一

T
リ
ス

ト
敦
↓
信
仰
は
判
法
の
一
却
で
あ
る
」
〆
い
う
の
は
も
は
や
烹
闘
で
は
な
い
、
と
し
て
共
凶
国
救
会
こ
判
事
引
wげ
や
一
休
校

1
る
コ
バ
お
ん
を

ボ

｛

4
z
r

の
で
ふ
め
る

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
！
の
神
司
直
い
枠
内
町
史
は
コ
エ
〉
・
口
裁
判
一
小
川
一
ド
わ
絡
が
停
さ
れ
た

山
い
い
犯
か
ん
均

？
た
村
紀
後
半
に
国
家
惟
叫
引
い

3

1
ノ
ス
ト
教
lh仰
の
結
び
つ
き
が
大
円
ぺ
止
さ
れ
る
ま
で
、

ま
什
た
と
え
れ
て
い
る
そ
し
て
、

ェ
ソ
ス
ト

心
人
、
寸
こ

l
i
l
t
－
z、、♂

去
4

3

L

リグい什』ド品グノ
F
F

－
に
対
す
る
神

V
治
的
表
現
は
田
家
怪
岐
を
拐
な
う
も
の
と
位
西
日
け
ら
れ
て
い
ん
と
円
え
よ
う
巳

英

取人法羊JG2 (" 2:;7) I f二D'2Ut:L 1〕
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門別一一日川

神
一
国
語
界
、
γ
適
用
ミ
し
れ
る
公
款
と
パ
円
山
ず
の
成
立
阜
、
件

l 

川押汁
H
h崎
山
引
の
適
町
範
国

で戸、、
問

神
門
司
戸
、
罪
の
池
間
範
却
に
つ
い
亡
、

凡
人
付
制
J

救
会
吋
以
外
の

F
7
ス
ト
投
宗
一
山
ド
つ
い
し
も
伸
川
ヨ
什
品
川
升
ド

E
る
保
護
は
及
、
山
の
か
ど
い

う
ト
川
…
？
？
判

umレ
一
さ
れ
て
い
た
っ
こ
の
占
J

に
却
し
て
ト
マ
ス
e

ベ
イ
／
の

ι
 

一
七
九
七
年
の
同
〈
岩
戸
一
一
回
2
5
1
事
件
の

E
m裁
判
所
判
決
じ
お
い
て
〉
ヌ
一
三
三
裁
判
」
日
は
、

辺
住
灯
時
代

を
川
小
売
し
た
主
円
z止
が
神
百
品
川
ν
尽
に
河
わ
れ
た

ー
旧
制
室
高
と
河
川
約
閉
ま
け
の
同
刀
に
け
刈
」
一
一
ヲ

る
〆
攻
誌
は
）
も
っ
と
も
恥
ず
べ
き
も
の
と
し
て
、
神
日
一
伝
的
ー
ん
主
U
1附
抗
日
日
あ
た
り
、
北
々
の
室
な

pof小
川
以
の
た
践
を
拒
り
f

閉
す
も

の
」
／
折
羽
山
門
川
川
背

で
あ
る
と

L
、
ー
二
の
種
の
八
て
の
m
み
は
梓
に
刈
ず
る
出
品

A

じ
め
る
ど
げ
で
な
く
、
ド
法
じ
対
す
る
犯
罪
で
も
あ

毛
、
そ
れ
ゆ
え
討
ヲ
る

p

」
と
が
で
支
ノ
ら
」
レ
述
べ
、
川
川
約
F

主l
h

討
す
る
攻
撃
は
キ
け
ス
、
数
〈
の
攻
鍍
で
あ
る
と
判
桁
し
て
い
？
／
ぺ

口

i
f
”
カ
ド
リ
f

ん
ノ
女
子
終
道
院
の
特
ー
た
の
宗
教
規
律
止
干
に
対
す
る
文
吾
誹
叫
は
う
限
定
よ
さ
れ
た
八

（い王

F
ロ
cruzJ争
件
の
J
よ
い
吋
「
巡
何
奴
判
仲
判
決
に
お
い
て
、
〉

2
2己
反
判
む
は
火
の
よ
う
に
清
j

人
町
訓
示
を
行

J

て
い
る

J

印
ち
、

そ
し
て
、

八
’
い
の

国
家

P

一示
M
P
A

を
一
j
る
た
め
に

イ
ス
ラ
ム
教
又
は
キ
リ
ス
ト
教
の
い
か
な
る
宗
派
を
攻
撃
下

L
f者
も

詐
主
に
よ
り
伏
的

れ
か
：
、

コ
タ

tTwf

貢
任
を
問
わ
れ
ゐ
こ
こ
な
〈
攻
撃
す
る
こ
）
い
か
で
き
る
」
c

こ
れ
は
、
国
家
宗
h

月
以
（
即
ら
共
同
国
説
会
）
は
法
に
が
っ
て
’
公
定
し
に
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ヨ
家
組
織
の
が
を

4
L、
地
の

M
w
d
と
は
状
況
が
異
な
る
泊
ん
で
あ
る
バ
そ

L
て
、
河
探
の
日
戸
川
に

よ
り
、
「
よ
）
ス
ト
救
情
的
は
国
家
宗
設
で
あ
る
が
【
ヤ
ズ
い
、
キ
）
ス
ト
救
出
情
的
判
一
い
対
ー
一
；
？
の
ら
ゆ
る
普
通
約
な
攻
悼
J

は
町

F
訴
追
の

対
象
と
を
る
、
と
し
て
、
英
国
回
投
へ
討
を
P
J
る

U
坊
に
池
の
キ
1
J
ス
ト
投
宗
派
以
ゃ
り
ゃ
攻
ωf
す
る
こ
と

J

i

l

／

r
、～

1

1

3

1

 

7

？
；
 

教
「
上
山
仰
合
体
に
対
す
る
攻
ネ
は
一
品
川
さ
れ
う
る
と
の
判
断
が
一
小
弐
れ
た
の
と
あ
る

U

ま
た
、
旧
約
市
f

宇
田
を
「
和
木
な
も
の
一
ー
と
し
て
、

そ
の
告
者
を
一
で
た
ら
め
な
愚
か
粁
と

L
ご
記
述
す
ゐ
λ
守
し
た
ー
メ
舎
を

υ己
の
書
院
で
奴
売
し
た
山
収
告
が
一
非
い
間
わ
れ
た

〈
）
午
の
同
ぐ
に
め

rF25mpo口
事
件
の

k
ド
ア
用
政
判
所
自
罪
判
淀
♂
山
M
F
E
2
0ロ
法
判
官
が
次
心
」
う
に
判
断
し
て
い
る

刊
川
i
J
I
h
v

、

ir!:Uにぷ学｝位 l日23.'i J l:jυ 〆.Zill:L: .I 
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ー
キ
日
ス
ト
教
は
同
法
で
あ
り
、
攻
撃
か
ム
保
設
さ
引

92、
ま
た
、

1

日
内
出
エ
辛
口
と
祈
約
巴
警
は
栽
省
な
関
係
仁
な
い
と
注
文
る
こ
こ

は
人
i

可
花

一
日
、
、

ご
去
ら
け
ノ

キ
ー
ノ
ス
ト
教
恒
ゅ
の
校
恥
は
口
約
型
書
の
預
叫
に
部
分
的
い
立
脚
し
と
い
る

一
レ
か
ら
、
川
約
自
己
主
川
に
対

す
る
わ
叫
掌
は
新
約
望
書
い
対
す
る
江
川
町
三
、
あ
う
て
、
バ
米
宗
教
に
対
す
る
攻
本
ド
ド
あ
た
る
と
述
べ
、
い
る
の
で
あ
る
。
与
に
だ
い
、

出戸一

5
5
田
宮
一
ズ
足
の
自
作

が
抽
門
司
法
却
に
あ
た
る
と
し
て
な
さ
れ
た
私
人
訴
弓
仁
つ
い
て

川
内
百
渡
部
の
沼
市
対
象

悪
芯
内
ム
河
一

M
e
b

リ
ス

p
同
引
に
州
出
’
疋
さ
れ
し
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
昔
汗
ら
に
刈
ず
る
召
喚
状
を
担
討
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
司
法
詳
伝
が
先

4
 

却
さ
れ
た
一
九
カ
（
ノ
サ
の

3
5
2
p『
ロ
ミ
事
件
の
ー
ロ
J
仏
院
女
↑
住
部
判
沢
い
わ
ね
川
て
、
神
胃
出
罪
は
芹
ワ
ス
ー
数
、
持
い
上
九
百
一
判
救

会
へ
の
侭
～
喰
じ
限
や
一
J

れ
し
か
り
、
ー
長
以
匡
弘
ベ
4
l
L
山
花
正
じ
る
も
の
を
持
～

J

て
い
る
と
こ
ん
の
本
資
的
な
信
条
の
範
仮

ご
つ
い
「
仁

は
位
の
キ
リ
ス
下
、
救
宗
派
も
μ
防
護
去
、
れ
る
レ

L
ど
が
、
〆
ス
一
プ
ム
教
に
け
刈
L
9
る
け
何
胃
潰
以
の
述
引
は
Jhu
定
き
れ
γ
い
る
、
こ
の
」
つ
に
、

持

ErmrM刊
の
し
世
相
伝
同
日
い
判
川
河
上

れ
〈
川
げ
門
凡
叫
ん
以
を
中
心
に
干
リ
マ
ヘ
ド
設
へ
と
拡
張
さ
れ
て
人
お
り

fノ

"' ＼ 

主
に
ま
と
め
ら
れ
れ
肯

桜
院
の
ト
一
市
川
ぷ
犯
EF
ドv
問
J
q

る
特
別
委
い
ベ
主
的
第
一
報
伝
川
書

一
、
傾
注
辺
一
三
一
第

日
い
わ
「

3
）

γ
h
L
f
a
λ
切

工

）

他
の
ム
ホ
款
に
つ
い
て
は
そ

市教批判ij)CJ円と左＇， JIJOJ坐11 ( ・) 

の
む
品
ベ

か
は
矢
内
凶
教
会
し
y
↓
吋
ゅ
ん
刀
的
に
重
な
る
も
の
に
の
み
迎
用
さ

ι保
誌
さ
れ
る

F
解
さ
れ
て
い
た

v

. 

. 凶

川
押
胃
法
山
引
の
成
立
要
件
い
い

神
司

f

ぷ
却
の
成
J
V

去
作
に
四
列
】
、
は
、

一一
f
ノ
持
紀
の
絞

T
に
な
っ
て
も
神
「
口
い
図
的
／

ru品
を
犯
す
占
、
い
う

＼ 

同
町
凶

" " ., 

河
わ
れ
ず
、
神
国
－
m
h
均
な
一
汗
誌
を
出
沢
e

公
表
「
る
と
い
ろ
犯
罪

C
A，

5
2）
の
み
で
足
り
る
レ
さ
れ
、
訴
ワ

、＋、

に
山
版
e

八
人
衣
し
よ
う
と

L
た
こ
と
、
明
日
一
公
長
し
上
、
っ
と
し
た
一
一
一
円
一
叫
が
付
日
渋
的
ご
あ
る
こ
と
、
で
十
分
だ
ご
さ
れ
亡

しi

と
の
よ
う
な
も
の
が
和
胃
讃
約
ご
め
る
か
に
隠
し
と
は
、
仲

H
一
一
市
罪
に
関
す
る
要
な
判
引
の
多
く
が
山
さ
れ
た

九
問
紀
以
降
に i土
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確
止
さ
れ
て
い
っ
た

f

ま
ず
、
神
戸
〕
門
泊
町
下
が
免
除
さ
れ
る
場

h
一
い
つ
い
亡
、

明
i

k
三
高
裁
は
所
右
押
日
決
で

h
v
y
y
れ
て
い
る
一

上
述
し
た
一
t
k
N
O
年
の
H
N

／
～
ご
め
乙
再
ロ
ロ
民
会
E
卓
件
の

こ
の
汁
決
で
は
も
比
八
寸
寸
教
会
の
教
義
や
信
条
に
討
す
る
次
平
的
衣
況
で
あ
ハ
た
と
し

で戸、、
問

、
ヤ
サ
的
、
「
市
対
中
」
（
げ
さ
ず
P
切
っ
）

か
あ
リ
引
儀
止

J

い
凶
悼
式
戸

ι。ハ
仲
間
戸
【

で
一
花
ぶ
さ
れ
と
い
る
な
ら
ば
も
は

で
節
度

十
？
何
百
屋
市
、
LH
で
は
な
く
、

日
仲
日
富
市
一
手
が
成

υ
す
る
と
め
に
は

去
別
ド
小
一
品
な
中
～
防
引
～
入
怯
け
れ
ば
な
「
川
な
い
ラ
y
一
メ
一
れ
〈
い
る
O

次
に
、

日

年
の
同
〈
（
UAX
四
時
苧
刊
の
刑
事
件
ん
訴
民
判
以
て
不
さ
れ
た
U

ー
ル

米
ナ
主
主
咋
に
し
て
神
胃
度
的
と
み
な
す
か
に
つ
い
て
は
、

)L 

力
レ
ム
に
人
っ
た
イ
エ
ス
を

均いれ品川に

匹
の
刊
パ
人
化
人
凡
ズ
た
サ
ー
カ
ス
の
ど
工
口
の
よ
う
に
指
勺
等
lJた
が
川
部
を
奴
売
し
た
こ
と

’
い
て
メ
れ
た
有
mlv
判
決
日
刻

7
る
土
訴
が
ム
ヱ
却
ν
とわれ
L

に
こ
の
判
決
に
お
い
て
ベ

E
Z
5
5
歯
応
裁
判
｛
「
只
一
山
パ
」
争
宗
教
感

情
ム
ケ
」
持
つ
一
人
々
が
記
乍
に
よ
っ
て
憤
悦
メ
せ
も
れ
る

p

」
と
：
一
製
件
と
し
て
い
る
の
で
は
な
f
、
一
説
廿
な
し
1

リ
ス
λ

救
’
い
ん
ご
あ
ろ
、
っ

と
、
不
軌
人
な
ヰ
リ
ス
ド
教
徒
で
あ
ろ
ろ
よ
、

キ
リ
リ
ス
1
h

教
に
共
感
す
る
一
立
も
ト
一
汗
し
て
、

!,. 
l 手

単
ト
彼
り
の
田
ぺ
拒
じ
に
共
感
す
る
人

等

院

医阿
部じ
ti: よ
法会う

お不
い＇ 11,

八
八
＝
公
的
問
〈
再
三

5
5勺

34一］勺
24F
事
刊
の
古
阿

に一

吉
｛
席
裁
判
（
れ
は
陀
詳
へ
の
説
一
小
の
古
川
！
で
一
一
一
t

こ
2
5
1
L
L
Z
ュ3

5丸
一
ニ
》
と
か
ふ
り
有

ご

J

一、、

；
↓
メ
？
l

v

t

で
あ
る
こ
と
ふ
変
件
L
P

て
い
る
。
ま
た
、

川
井
の
叫
ん
ナ
苧

ι4凶！J
田一

一
、
不
通
徳
か
っ
↑
一
一
札
点
。
民
り
を
浴
び
せ
る
こ
一
じ
よ
う

f
1

「
人
は
、
祭
知
お
よ
び
不
注

意
に
草
ノ
＼
お
そ
れ
の
あ
る
虚
偽
の
説
明
を
持
、
主
に
L
F
る
こ
と
一
L
L
久
二
子
＼
計
し
く
は
、
以
百
に
よ
叫
弁
会
｝
一
～
f
j
t
℃
に
一
h

j

て、

内
に
泊
者
を
防
法
さ
せ
、
向
己
年
三
誤
解
さ
せ
る
こ
と
一
と
述
べ
て
い
る

3 

甘
川
口
ヲ
忠
門
的

山
円
以
の

rA問

し
か
し
、
こ
の

神
H
H
涜
山
一

ぐ
あ
る
1
L
の
判
官
基
咋
は
二
ハ
〉
世
紀
日
入
る
と
緑
川
さ
れ
ご
い
〈
こ
と
に
な
る
の
交
疋
枠
と
な
っ
た

の刷
mf芯
が
件
H
H
福
山
井
に
あ
た
り

て
れ
ゆ
一
ん
そ
の

る
近
日
川
は
ペ
ハ
斗
岸
良
川
川
に
反
し
鉦
効
で
め
る
と
し
て
、
芝
山
田
均
の
効
刀

ir!:Uにぷ学｝位 l日2'10) 11:12 〆.Zilt:l. : .I 
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が川
γ
わ
れ
た
民
事
事
け
で
あ
る

九

七

可

の

rmv夕、
E
2
2
m
E
d
z
日
目
。
2
2二
、
丈
旦
苧
川
け
の
在
校
院
判
決
に
お
い
♂
＼
｝
よ
み
の
吋
法
判

｛
円
以
沖
ヨ
出
罪
を
構
成
す
る
た
め
じ
は
他
者
の
感
情
を
！
h
t
減
さ
ー
や
、

！~ 
月三

iE 烹
のきし

ゃ
同 J
〈ソ

（詰

" .Ge 

事 L
c. 

一つ
；土な

↑詩

闘
よ
け
ノ
、

不
敬
の

V
J茶

が
な
け
れ
ば
な
ム
な
い
一
と
込
べ
て
い
る

上
注
〕
た

ι

神
田
つ
け
叫
黙
の
適
用
茶
準
い

さ
ら
に

河
し
て
、
i
j
ス
ト
投
信
仰
、
軍
去
、
仲
m
J
d
人
物
又
は
神
室
な
対
主
い
け
川
ず
る
一
、
品
か
つ
f
h

快
な
攻
撃
で
あ
り
、
共
M
川
体
般
の

店
主
日
を
憤
慨
さ
せ
、
治
安
破
壊
を
引
き
起
こ
し
そ
う
な
も
の
と
さ
れ

cい
る
n

ヘ
｝
作
紀
後
の
事
件
亡
、

件
目
tph非
に

k
つ

に
お
載
さ
れ
た
死
亡
昨
夜
の
F

リ
λ
？
の
H
W
仁
対
す
る
ノ
ド
ミ

h

A
苛
を
帰
半
じ
た
詩
が
和
胃
讃
尽
に
ー
め
た
令
と
さ
れ
た
九
七
九
ノ
i
の
者
広
百
円
M
O
f同

5
4
「
2
5口
事
件
の
官
、
法
院
判
決
に
お
い
て
は
、

J
 

叫
に
己
目
白
捻
判
官
が
一
秩
序
栄
乱
を
引
き
沼
こ
す
傾
向
」
及
び

ど
古
川
勺
い
さ
れ
有
罪
と
な
、
七
以
絞
り
事
例
一
ピ
あ
り
、

λ
J

か」

と
、

γ
ノ一
7

ス
ド
ぞ
可
ル
仏
む
た
う
え
で
、

／、

教
者
0) 

＞刀τ
可教
王子 !t長
'[ 十首
C 花

土 rヨ
~ Ii伐
（昔
§ I. 
5 く

：ア毎
j Iλ 守t

力、

と

現
代
に
お
り
る
同
ハ
口
一
司
罪
の
定
義
と
し
て

の
’
正
義

今
γ
！
L
j
l

リ計
M

f

、
ιぜ

f

一r
J
｝

l

l

v

U

J

そ
こ
で
は
、
一
川
仰
、

F
l
吉
、
又
は
、
，
い
に
よ
り
公
立
止
ぐ
れ
た
共
悶
同
教
会
の
儀
式
再

l
関

ィ
4

ス
・
キ
リ

λ
1
A

、

市教批判ij)CJ円と左＇1iltOJ坐11 ( ・) 

〕

F
f
＼

匂

蔑

J

、
罵
り
、

で
い
る
」
公
衣
物
が
州
巨
浸
弄
に
あ
た
る
と
さ
れ
、

一
礼
長
一
山
十
〆
〈

下
品
で
為
日
、

又
ば
州
刑
ノ
ヤ
山

泊
予
め
る
一
け
い
凶
し
で
忘
責
主
れ
て
い
る
た
v
ら
ば
」

キ
リ
ス
ト
教
に
川
ー
す
る
敵
前
向
な
民
平
神
の
f
引
が
の
十
九
i

〔
に
も
神
百
浪
m
d
に
は
問

わ
れ
ず
、
こ
の
一
ブ
入
ト
は
唱
道
さ
れ
入
J

内
在
た
に
は
な

j

＼
戸
川
還
の
ん

d

法
に
い
刻
し
て
適
町
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
な
お
、
お

第
一
節
♂
1
1
）
で
詳
述
す
る
、
神
「
ヨ
目
立
花
止
の
契
機
と
な
っ
た
一
つ
っ
こ
午
の

r
2
4－∞
5
2モ
当
事
件
の
ー
向
寺
法
完
J

比
十
一
南
部
行
政
裁

の
定
義
一
じ
は
、
持
〆
ス
卜
教
リ
人
は
そ
の
象
段
、
儀
式
主
日
に
相
刊
す
ゐ
も
の
で
あ
っ
て
、

ベ
品
作
凡
「
日
か
つ
い
ん
片
山
川
じ
よ
め
hη

リ
、
あ
ゐ

意
味
戸
亡
、
川
l

ね
を
危
険
に
脳
し
、
公
衆
出
徳
を
悪
化
さ
せ
、
社
会
構
計
一
を
撹
乱
し
、
市
民
の
不
む
を
引
書
記
こ
す
傾
舟

の
あ
る
表
現

カ
神
日
清
罪
に
づ
出
当
す
る
と
送
れ
て
い
る

Jも乙
円
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J

モ
〆

a
U
？
上
の
紳
同
演
売
と
悶
4
一宇フ
Q

制
父
江

,,ii 

こ
れ
ま
と
述
べ

C
3ナ
コ
ミ
ッ
・
口
証
ー
の
村
胃
肉
、
引
は
そ
の
性
質
！
成
ぇ
化
へ
ぐ
れ
ず
＼
い
な
い
い
か
、

司
罪
に
湖
速
す
る
訓
疋
法
に
は

で戸、、
問

リ
一
一
昨
々
な
も
の
が
存
品
〕
、
い
る

九
年
の
刈
半
fX
世
田
訣
敗
け
い
戸
（

d
Z
E
5ご
L
ず
の
宵
ニ

2
5
及
び
八
八
八
－
T

え
こ
え
ば

J¥ 

の
改
正
丈
許
誹
投
法
ヘ
H
L
Z
一
E
2
3
L
3
2
M
Fニ
幸
広
で
あ
る
。

八
九
年
の
刑
事
文
書
耕
民
法
条
は
立
青
凶
お
罪
に
一
読
当

γ

る
出
版
物
と
叫
胃
治
」
む
T
V
A

告
訴
致
ず
あ
る
山
版
物
に
沼
川
免
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、
付
日
渋
的
丈
宇
田
談
役
は

ι一
面
白
教
会
の
地
付
ト

対
し
て
攻
撃
を
行
H4
け
る
よ
う
な
出
純
物
円
九
判
別
さ
れ
る
と
内
り
さ
れ
ご
い

ム
）

i
u
L
t
＝

1
一

A

l

」
K
M材、冗
z
刀
か
け
さ
引

た
だ
し

な
い
状
悲

に
あ
っ
七
と
さ
れ
て
い

八
一
八
八
今
の
改
正
丈
主
H

誹
投
法
は
新
慌
一
対
し
て

P

だ
の
町
内
作
誌
を
う
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が

土
器
わ
」

門
法
二
長
及
刊
J
U

川
条
は
村
田
町
滋
約
九
ぬ
も
の
及
び
下
品
な
も
の
に
問
L
て
は
い
か
な
る
他
利
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
た
）
こ

＼
ノ
i
l
一

3

4f

、J
J

r

八
八
一
八
と
の
改
？
と

v
J

人
主
回
オ
投
伐
の
↓
条
は
九
九
六
万
の
わ
否
投
撰
法

z
r
Fヨ
向
井

E
J
P二
泊
中
き
に
よ
っ
て
、

け出

T
八
十
九

合
山
名
主
役
山
閣
法
（
｛
）
LP
コ5
2
2
T持

に
J
っ
て
削
除
辻
、
れ
て
お
打
、
丈
吾
川
引
到
ほ
疋
を
検
特
ず
る
店
長
か
り

ち－久』ぺ」
f
、、一一

J
7
2
v
！
 

へ
ぺ
」
「
？
の

一
忽
川
い
い
つ
い
一
て
J
O

コ
モ
ン
ロ
ー

L
L

の
山
叩
」
］
泊
器
本
一
胤
山
V

J

た
（
リ
一
（

υ人
紅
白
申

同
日
司
法
及
び

wv民
法
七
九
条
に
お
い
て
、

神
百
↑
倒
的
人
主
訪
印
民
的
引
分
が
削
除
べ
一
一
れ
て
い
る

忙

" 

小
い
五

こ
の
よ
う
に
神
宵
宮
山
非
は
、
斗
例
の
展
却
に
L

L

つ
ぐ
、
同
門
家
権
威
の
維
持
か
ら
引
会
秩

fr
の
維
持
へ
と
重
点
が
移
さ
れ
J
L

い
く
と
う
と

,, 
" 

犯
罪
行
一
一
の
支
か
す
に
問
L
E

エ
ソ
ス
ト
教
徒
の
0
4
敦
感
治
を
も
判
断
幕
準
ド

T
5｛
、
で
の
山
U
T
併
が
刊
桁
さ
れ
る
よ
う
に
な
ッ

た
こ
と
が
わ
か
る

U

し
カ
し

い
ず
れ
の
事
作
に
お
い
て
も
伸
い

2
5咋
内
保
護
対
象
は
み
一

E
Nし
技
人
工
」
巾
心
と
し
た
キ
リ
ス
、
i

投
信
仰

の
み
に
限
疋
さ
れ
て
ぷ
り
、
非
キ
リ
ス
ト
教
宗
派
に
は
波
刑
さ
れ
な
い
札
一
刈
に
あ
っ
た

すあた、

？
モ
ン
・
口

l

一の
i

作
ハ
目
清
一
罪
に
某

也
条
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、

児

一

一

刊

一

づ
く
説
法
山
休
二
心
主
紀
以
降
は
ご
：
わ
j
か
て
あ
り
、
同
乏
子
三
事
件
か
ら

J
J
J
E
3
0
5
L
〆
7
5
2
1
v件
ま
で
約
九
八
日
平
の
河

き
が
し
め
る
で
つ
に
、
こ
の
罪
円
体
、

死
文
化
L
て
い
る
〆
み
な
さ
れ
つ
つ
も
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
b

び
に
そ
の
存
刊
を
ま
品
さ
辻
ん

れ
る
と
い
う
状
況
仁
あ

J

心
と
一
ヨ
え
る
こ

X
才

一

年

H

t
U汁

々

日

神
日
立
福
山
非
と
欧
州
人
憧
条
約

J
r
リ
ス
は

九
立
一
却
に
一
及
川
人
作
条
約
を
社
企
し

L

こ＼

l
r
l
J
1
ノ

丸
山
九
宇
山
一
発
川
正
し
た
背
、
川
司
議
会
の
一
応
加
問
判
ど
あ
り
、

年
に
欧
州
一
人
権
玖
判
一
川
の
義
務
的
管
轄
ー
と
拒
人
中
lr

作
を
↓
本

t

訂
し
て
い
る

L
か
し
、
条
約
に
刈
し
て
一
川
上
援
の

ヘ
ノ
了
、

J

一一
te

ん
」

ι
こ
J
h

っ、

て

L
O

内
川
川
人
格
条
小
判
十
円
権
利
を
川
内
法
に
編
入
し
、

同
条
約
の
権
利
と
向
山
口
出
と
の
か
也
九
的
解
釈
を
要
請
J
q
y
d

九
九
一
八
汁

の
人
権
法
か
制
定
気
料
る
ま
引
は
、

欧
什
人
権
条
約
に
約
点
さ
れ
る
の
は
イ
よ
リ
ス
政
山
で
あ
っ
て
、

同
内
い
は
判
所
が
回
作
法
什
さ
れ

て
い
な
い
欧
州
人
権
条
約
と
悶
山
氏
し
y

を
旭
ん
い
的
に
僻
釈
す
る
と
い
う
丈
一
、
と
は
一
般
的
に
は
な
さ
ー
札
て
い
な
か
っ

一
、
の
ト
で
つ
な
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北
九
八
と
の
か
制
定
さ
れ
る
以
訓
に
、
コ
モ
ン
・
リ
ー
ー
の
沖
腎
膚
非
に
似
す
る
件
の
事
件

C
2

一

ば

一

一

心

一

〆

）

一

点

Z
A
4
1
「
三
卓
件
、
（

F
E
L
T
Zミ
卓

件

、

事

件

h
J
欧
叶
人
持
委
ハ
M
会
及
び
欧
州
人
権
裁
判
所
に
川

J

て
山
げ
て
り
れ

：」
7

1
l
J
l
：
 

4
4
1
v
l
 

亡
い
る

ム
マ
こ
で

〈
T

ム
却
で
は
こ
れ
ん

一
つ
の
一
一
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

l 

土
ミ
ヴ

4
2一
二
、
三
事
仕

じ

九
へ
一
引
の
己
主

Z22rp
事
川
は
出
一
回
丈
一
一
戸

P
V
5
7
C
5
3
事
作
に
お
い

（

UR4
ど
の
さ
z
社
と
州
引

の
ね
叫
張
者

γあ
る
「
巾
B
G
H
M

が

以
ー
の
辺
山
い
基
つ

3

当
訪
問
罪
判
沃
刊
か
以
川
人
権
条
約
の
伐
混
J
i

ゐ
表
現
の
什
H
由

条

、J
J
t
ト
一
一
口
せ
っ
斗
ifH

1
4ペl
y

－

－

z
〈

l

l

九
条
）

月
九
つ
元
引
の
ご
H
（
川
門
久
イ
〆

宇
力
川
川
法
定
千
五

ド

v
忠
弘
し
て
い
る
J
欧
州
一
人
権
を
は
ん
日

七
夕に
木；
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に
閉
す
て
た
も
の
で
あ
る

J

州
ち
、
長
去
の
九
回
川
忠
相
ケ
信
教
の
舟
山
こ
1

C
A付
与
を
梢
」
ハ
J
Lた
討
を
珂
性
愛
雑
認
に
掲
載
し
た
白
立
人
ら
が
有
罪
と
さ
れ
た

F

℃
ど
仁
コ
主
、
主
一
ぷ
ム
引
罪
判
決
が
条
約
九
h
L

点、

で戸、、
問

粂
に
列
年
き
れ
亡
い
る
境
川

E
的
そ
充
た
し
ご
い
な
い
こ
と
、

ー
モ
／
a

ロ
l
上
の
？
押
り
官
、
罪
〆
い
ろ
存
す
し
な
い
法
原
則
↓
し
茶
づ
い

ご
ム
制
定
斗
次
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
す
九
羽
の
一
判
白
及
び
忠
明
い

e
r口
敦
の
村
山
灯
行
犯
に
お
い
て
芙
泌
さ
れ
二
い
一
ム
ゼ
一
L
J
Y
条
約
違
反
に
あ

た
る
こ
J
J
Z
宇
張

L
た
の
で
あ
る
u

こ
れ
ら
の
、
千
扶
に
対
し
て
欧
州
人
権
委
員
会
は
件
日
産
問
罪
が

H
川町と一一
9

る
市
以
内
一
市
対
日
時
古
の
保

議
は
主
約
九
条

一
心
条
各
却
に
州
市
疋
ヲ
る
伯
者
の
維
利
の

る
こ
1
y
i

コ
コ
↓
〆
－

u
ー
も
条
約
七
条
で
剖
叫
ん
止
す
F
O
法

律
で
あ
り
コ
モ

J

U

l

工
の
件
目
漬
罪
に
つ
い
て
店
内
裁
判
所
は
合
理
的
、
刀
つ
予
見
付
能
な
前
釈
を
与
、
ヴ
ム
て

3
て
い
る
こ
レ
か
ふ
り
七

久
小
ド
違
反
し
て
し
な
い

p

」
と
、
向
性
殺
見
解
を
理
山
と
し
た
丈
引
に
問
可
る
一
r
H
M
問
は
な
く
、

キ
リ
ス
、
救
テ
料
一
読
す
る
こ
と
古
川
ゴ
的
と

す
之
L
U
を
い
よ
る
規
制
心
、
中
kr↓
人
ら
に
一
付
す
る
差
別
を
’
バ
ん
で
い
な

ν
こ
と
円
十
之
肝
山
m
l
y
L一
＼
巾

ο
不
受
崖
を
十
円
だ
し
て
い
る

J

フ

f牛

九
九

ヰ
ー
件
は
、
ヶ
2
2
5
2
H
N
Z
5
0
H
n
の

｝
の
叶
件
で
は

d

悪
院
の
？
互
に
関
す
る
乎
件
J
J
あ
る

イ
の

れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
に
対
す
る
糾
τ丹
波
的
表
現
に
あ
た
る
と
3

〕て、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
同
守
人
〔
一
T
C
ニハ－
5
3
が
告
書
」
で
あ
る

F
E
r
n－v

と
当
一
日
山
著
書
の
川
牧
村
に
対
し
て
私
人
訴
叫
一
？
と
仁
い
、

ヲ
喚
状
を
治
安
汁
事
L
申
請
し
た
と
こ
ぺ

仲
川
司
法
界
が
キ
守
ス
ト

教
に
対
す
る
仲
田
叶
漬
内
十
六
引
の
み
を
適
応
対
象
と
し
て
い
一
ゐ
ニ
レ
を
河
出
に
咋
請
が
認
め
り
れ
な
か
っ
た
た
め
、
市
d

九

h
J
治
安
判
布
引
の
刈
断
に
刻
し
司
法

6
hを
求
め
た
事
洋
で
あ
る

U

い
ず
れ
の
訴
梓
J
h
叫怖い
1
漬

／f

ギ
汁
ノ
ス
村
山
川
で
は
、

ぷ
の
辺
川
対
象
は
F

ワ
ス
ト
以
内
ベ
山
、
内
出
疋
去
れ
い
て
い
る
と
じ
て
、
訴
え
を
棄
却
し
て
い
る
。
ニ
の
た
め
、

3
5
z
L
r
z々
は
ノ
「
ワ
ス
が

中
傷
付
す
か
レ
ィ
ス
ラ
J

殺
を
以
～
殺
し
て
お
ら
ず
、
条
y
わ
九
h
h
h

で
保
降
、
す
る
信
教
の
山
山
間
の
り
J

交
が
市
以
さ
れ
亡
お
り
、
i

作
ハ
目
涜
申
す
に
よ ヘ
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る
保
識
が
点
打
ス

i
教
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
約

N
h決
の

υ

一
号
別
の
林
市
」
仁
反
与
、
い
る
レ
「
午
、
欧
州
川
R

ヘ地中戸市
A
H一
去
に
U

す
て
た
の
と
あ
る
、

中
」
該
事
件
で
欧
州
人
権
委
只
会
は
、
曲
中
Jν

人
の
」
h
条
を
京
川
す
る
叶
内
叫
が
直
史
的
に
l

札
附
さ
れ
た
y

ぃ
、
つ
よ
γ

肢
が
な
d
C
れ
て
い
な
い

こ
レ
、
京
投
感
情
会
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
当
一
武
官
作
の
ル
若
者
山
出
執
お
に
対
し
て
特
別
な
で
J

流
、
ろ
を
従
起
す
ゐ
権
利
に
ま
で
条
約
六
条

が
拡
張
さ
れ
、
つ
ノ
サ
ー
刀
に
つ
い
て
は
、
条
約
九
条
に
よ
る
と
こ
乃
の
ゆ
か
ら
の
白
山
「
申
止
人
の
烹
張
と
の
同
の
関
連
河
が
指
請
さ
れ

ど
い
な
い
た
め
、
条
約
川
七
条
現
に
基
づ
き
宇
一
山
明
白
雪
特
と
両
fu
し
え
な
U

こ
丹
、
条
約
九
条
と
調
達
し
た
条
約

川川
h
h
r

古川円以に

コ
い
ト
も
、
条
約
九
条
日
一
基
ぺ
J

J

、市

v一
人
の
干
長
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
条
約
一
川
条
に
恭
つ
〈
モ
拡
が
成
立
し
え
な
い
h

め、

条
約
日
二
ヒ
条
項
に
基
づ
さ
ポ
説
的
信
轄
と
山
古
し
え
な
い
と

L
て
、
巾
I

り
ょ
小
受
肝
を
決
J

疋
し
て
い
る

こ
の
よ
う
に
、

c
a
x雪
7
E一
事
件
と

事
件
は
欧
付
人
権
主
民
会
へ
の
市
立
て
が
τ河
川
町
営
、
れ
ず
険
外
人
位
故
判
所

に
付
託
さ
引
な
か
っ
た
た
め
、

次
f
h
d
町
一
介
す
心
巧
5
m
gぐ
F

J

一
件
が
欧
州
人
権
裁
判
断
で
む
浬
三
れ
た
恥

の
事
例
と
な

J

ご
い
ふ
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旬、czu
事
件

A

九
九
ハ
ム
叶
の
到

5
一き

2
古
一
れ
は
、
キ
1
ノ
ス
ト
教
の
明
女
を
モ
チ
フ
と
す
る
戸
、
ル
ノ
ド
デ
オ
タ
一
一
い
ね
販
売
す
る
p
t
め
に
↓
九
八

四
午
め
ど
～
フ
ォ
‘
レ

7
デ
ィ
ン
グ
法
戸
〈
宍
7
0
同
2
2
ι
5
m
m
〉ユ
rwE）

に
よ
っ
て
義
務
’
す
け
ら
れ
て
い
る
分
類
1
川
主
を
突
バ
映

阿
分
組
委
員
会
戸
田
コ
Z
I
T
H
J
S
H
F
7
L
2
7
コ
2
2
2
2出

2
6
5こ
い
申
請
し
た
と
一
ろ
、
当
一
説
ピ
デ
イ

tr何
胃
沼
罪
に
円
仏
独
「
る
お
そ
れ
い

ヘ
｝
条
て
深
沖
さ
れ
る
衣
羽
の
一
H
由
を
侵
古
し
て
い
る
と
し
て
人
以
川
へ

位
決
河
所
に
山
叩
げ
て
た
も
の
じ
あ
る
。
ご
の
事
付
ト
お
い
て
戎
州
人
格
段
刊
一
的
は
、
垣
、
己

E
W
E－m
〈

｛

iRMELV件
直
良
品
判
決
に
い
円

が
あ
る
と
し
て
申
請
が
幻
J

汗
さ
れ
た
丈
め
、

当
該
処
分
が
条
約

げ
る
件
日
消
罪
の
J
4

雫
我
山
一
関
し
て
争
い
か
な
い
こ
と
、

波
切
な
法
酌
防
庁
が
あ
れ
ば
怖
い
ば
一
一
言
宮
立
法
当
刊
が
予
見
で
き
た
こ
と
、
た
比
げ
抗
感
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情
の
保
識
は
条
約
一
一
J
条
に
で
凱
に
さ
れ
る
「
池
ぎ
の
持
利
の
保
護

は
本
件
の
手
打

こ
一
致
す
る
と
／
、
神
百
泊
四
守
の

に
な
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
人
＼
γ
等
性
は
抗
円
引
い
民
的
の
正
ψ

一
件
を
減
と
な
い
こ
J
1

で
の
個
人
の
河
川
人
の
確
信
を
傷
つ
け
る
り

で戸、、
問

詑
刊
の
あ
る
事
情
仁
閉
す
る
京
税
そ
制
約
す
る
明
ム
円
に
は
、
政
治
的
一
品
川
に
関
す
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均
九
口
土
り
も
山
市
怖
の
人
事
取
が
ト
い
：
認
め
ら
れ
7

？」

と
、
神
百
出
川
引
を
理
由
と
し
た
十
六
羽
叫
刊
は
民
千
均
討
会
に
お
い
て
は
十
〈
必
ま
と
い
う
統
的
な
づ
認
識
が
均
約
出
向
に
存
右

L
」
い
な

い
こ
と
寺
を
理
由
と
し
て
、
条
約

｛

J
J

条
違
反
会
一
点
め
て
い
な
い

1 

J舌

岐
川
人
権
v

全
員
A

山
及
び
双
州
人
権
い
い
糾
判
所
の
刊
配
を
耐
わ
が
押
す
る
と
、
必
山
氏
の
宗
教
感
悩
の
ね
同
一
一

T
い
ソ
法
制
ヨ
ハ
れ
は
条
約
ひ
条

市川
1

い
列
学
さ
れ
た
一
他
者
の
権
利
の
保

rL」
と
合
致
し
に
い
る
こ
と
、

コ
一
七
〆
・
口

i
も
条
約
L
1
条
で
思
｛
心
す
る
法
律
て
あ
り
宗

刑
肝
い
だ
よ
宗
一
叫
に
反
せ
ず
、

抽

t

－9尽
に
つ
い
て
も
台
珪
附
か
つ
J
J
U
L
可
訟
な
解
釈
が
園
内
裁
判
所
に
よ
っ
て
I
7
y
h
同
れ
て
い
る
一
戸
1

叩
）
一
ニ
小
数
能
成
で
の
個
人
の
川
一
似
の
涼
一
一
を
保
つ
け
る
可
能
仲
あ
る
s
古
川
叫
に
つ

v
て
は
持
品
酬
の
余
地
が
広
ノ
、
芯
め
ら
れ
る
こ
と
、
が
ハ
ヤ
J
J
h

る
r

I

〕
か
し
、

F
H

ミ
ス
2
3』

L
ユ
事
件
や

h
r
c
E
F
4
E
J川
刊
で

J

C

、
一
右
コ
ル
／
神
］
日
決
m
d
の
不
ヌ
等
性
に
つ
い
て
の
明
確
な
判
断
は

一
小
さ
れ
て
い
な
い
、
こ
れ
は
、
九
人
約
川
条
が
規
定
す
る
ぶ
引
の
渋
企
は
欧
州
人
権
条
約
が
保
附
す
る
地
の
格
引
‘
向
｝
斗
に
河
津

L
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
さ
れ
て
い
る
p

－
と
に
よ
る
も
何
て
あ
り
、

C
ミ
2
2
2
C
L
事
件
と
は
同
性
乏
に
炉
を
国
内
♂
ノ
た
y

壬
凶
引
の

い
こ
と
、

C
E乙一
E
2
占
す
れ
で
は
基
受
レ
主
る
条
約
ル
条
に
基
づ
く
一
い
教
の
向
山
間

L11け
す
る
捗
〆
牛
山
て
と
の
羽
述
往

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
や
法
山
と
し
て
、
条
利
一
四
条
い
刻
す
る
い
ず
れ
の
中

ν一
て
も
認
的
り
れ
て
い
な
い
n

こ
の
よ
、
つ
に
、

帯
、
川
人
科
一
安
U
ム
式
投
び
吹
川
人
作
裁
判
所
は
コ
モ
J

・
口

l
L
一
の
仲
U
U富
市
元
に
つ
い
に
規
制
的
目
的
及
び
年
刑
法
J
て

、
正
義
と
の
沌
人
川
は
と
い
っ
内
に
つ
い
て
は
欧
川
人
格
条
約
違
反
を
認
め
て
い
な
い
も
の
の
、
不
し
中
丹
十
件
に
つ
い
て
は
具
休
酌
判
断
を
不
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長
同
日
～
F
M
L
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、
よ
伝
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の
白
ι
L
N
P～
す
ゐ
川
妥
結
効
粧
や
情
成
事
、
件
の
明
確
作
者
引
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山
に
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町
市
日
定
I
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に
K
L
q
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ニ
乙
ニ
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主
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れ
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主
守
山

t
町
山
窓
が
引
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じ
る

J心
司
令
よ
れ
が
あ
る
た
め
と
う
れ
て

1
る
c

E

m

F

同
円
台
志
議
院
外
務
委

R
Aム
議
諒
第

F

号
一
円
（
一
一
成
七
立
月
日
」

（【
J

本
条
約
の
袖
川
川
本
誌
時
け
お
い
て
は
、
表
現
の
白
山
を
羽
干
以
上
に
制
限
！
〕
て
ま
で
茨
制
レ
な
什
1

れ
ば
去
ら
な
ぺ
到
「
勺
法
で
一
両
制
ー
、
ハ

な
u

打
、
体
的
決
昆
伎
が
担
r
疋
さ
れ
＆
い
え
め
留
保
F
る
必
要
が
な
ピ
戸
山
川
悶
が
九
み
さ
れ
て

v
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「
－
鵠
八

t
ぃ
μ
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衆
議
院
外
務
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佐
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仁
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